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【手続補正書】
【提出日】平成24年2月2日(2012.2.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信装置からの信号入力が存在しない無信号状態が生じた場合に、無信号状態を回避す
るための無信号状態回避処理を実行する受信装置に対して、高指向性の無線を利用する第
１の無線通信モード及び前記高指向性の無線よりも指向性が低い低指向性の無線を利用す
る第２の無線通信モードを利用して無線通信を行うことが可能な送信装置であって、
　前記第１の無線通信モードが切断されたことを示す切断情報を前記受信装置から前記第
２の無線通信モードで受信する受信手段と、
　前記送信装置の移動を検知する検知手段と、
　前記受信装置に対して前記第１の無線通信モードでデータを送信中に前記切断情報を受
信した場合、前記検知手段による検知結果を用いて、前記第１の無線通信モードによる無
線通信の切断が前記送信装置の移動によるものか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段によって前記送信装置の移動によって前記第１の無線通信モードによる無
線通信が切断されたと判定された場合、前記受信装置に対して前記無信号状態回避処理の
実行を保留させるための保留制御信号を前記第２の無線通信モードを利用して送信する制
御を行う制御手段と、を有する送信装置。
【請求項２】
　ユーザが前記送信装置を操作した操作内容を検知する操作検知手段を有し、
　前記制御手段は、前記送信装置が移動された後に前記操作検知手段が検知した操作内容
が前記送信装置の電源をオフ状態にする操作である場合には、前記受信装置に対して、前
記無信号状態回避処理の保留を解除するための保留解除制御信号を前記第２の無線通信モ
ードを利用して送信することを特徴とする請求項１に記載の送信装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記送信装置が移動された後に前記操作検知手段が検知した操作内容
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が前記送信装置の電源をオフ状態にする操作以外の操作である場合には、所定時間内に前
記第１の無線通信モードの再接続が行われるか否かを判定し、再接続が行われなかった場
合には、前記受信装置に対して、前記無信号状態回避処理の保留を解除するための保留解
除制御信号を前記第２の無線通信モードを利用して送信することを特徴とする請求項２に
記載の送信装置。
【請求項４】
　ユーザが前記送信装置を操作した操作内容を検知する操作検知手段を有し、
　前記制御手段は、前記送信装置が移動された後に前記操作検知手段が操作を検知するこ
となく所定時間経過した場合は、前記受信装置に対して、前記無信号状態回避処理の保留
を解除するための保留解除制御信号を前記第２の無線通信モードを利用して送信すること
を特徴とする請求項１に記載の送信装置。
【請求項５】
　前記無信号状態回避処理は、前記受信装置を省電力状態に移行する処理または前記送信
装置からの信号とは異なる信号の入力に切り換える処理であることを特徴とする請求項１
乃至４のいずれか１項に記載の送信装置。
【請求項６】
　送信装置からの信号入力が存在しない無信号状態が生じた場合に、無信号状態を回避す
るための無信号状態回避処理を実行する受信装置に対して、高指向性の無線を利用する第
１の無線通信モード及び前記高指向性の無線よりも指向性が低い低指向性の無線を利用す
る第２の無線通信モードを利用して無線通信を行うことが可能な送信装置の制御方法であ
って、
　前記第１の無線通信モードが切断されたことを示す切断情報を前記受信装置から前記第
２の無線通信モードで受信する受信工程と、
　前記送信装置の移動を検知する検知工程と、
　前記受信装置に対して前記第１の無線通信モードでデータを送信中に前記切断情報を受
信した場合、前記検知工程での検知結果を用いて、前記第１の無線通信モードによる無線
通信の切断が前記送信装置の移動によるものか否かを判定する判定工程と、
　前記判定工程で前記送信装置の移動によって前記第１の無線通信モードによる無線通信
が切断されたと判定された場合、前記受信装置に対して前記無信号状態回避処理の実行を
保留させるための保留制御信号を前記第２の無線通信モードを利用して送信する制御を行
う制御工程と、を有する送信装置の制御方法。
【請求項７】
　ユーザが前記送信装置を操作した操作内容を検知する操作検知工程を有し、
　前記制御工程では、前記送信装置が移動された後に前記操作検知工程で検知した操作内
容が前記送信装置の電源をオフ状態にする操作である場合には、前記受信装置に対して、
前記無信号状態回避処理の保留を解除するための保留解除制御信号を前記第２の無線通信
モードを利用して送信することを特徴とする請求項６に記載の送信装置の制御方法。
【請求項８】
　前記制御工程では、前記送信装置が移動された後に前記操作検知工程で検知した操作内
容が前記送信装置の電源をオフ状態にする操作以外の操作である場合には、所定時間内に
前記第１の無線通信モードの再接続が行われるか否かを判定し、再接続が行われなかった
場合には、前記受信装置に対して、前記無信号状態回避処理の保留を解除するための保留
解除制御信号を前記第２の無線通信モードを利用して送信することを特徴とする請求項７
に記載の送信装置の制御方法。
【請求項９】
　ユーザが前記送信装置を操作した操作内容を検知する操作検知工程を有し、
　前記制御工程では、前記送信装置が移動された後に前記操作検知工程で操作を検知する
ことなく所定時間経過した場合は、前記受信装置に対して、前記無信号状態回避処理の保
留を解除するための保留解除制御信号を前記第２の無線通信モードを利用して送信するこ
とを特徴とする請求項６に記載の送信装置の制御方法。
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【請求項１０】
　前記無信号状態回避処理は、前記受信装置を省電力状態に移行する処理または前記送信
装置からの信号とは異なる信号の入力に切り換える処理であることを特徴とする請求項６
乃至９のいずれか１項に記載の送信装置の制御方法。
【請求項１１】
　無線通信を利用してデータを送信する送信装置と、
　前記送信装置からの無線通信で送信されたデータを受信する受信装置とからなる情報通
信システムであって、
　前記送信装置と前記受信装置との間の無線通信は、高指向性の無線を利用する第１の無
線通信モード及び前記高指向性の無線よりも指向性が低い低指向性の無線を利用する第２
の無線通信モードを利用し、
　前記受信装置は、
前記送信装置からの信号入力が存在しない無信号状態が生じた場合に、無信号状態を回避
するための無信号状態回避処理を実行する制御手段を有し、
前記送信装置は、
　前記第１の無線通信モードが切断されたことを示す切断情報を前記受信装置から前記第
２の無線通信モードで受信する受信手段と、
　前記送信装置の移動を検知する検知手段と、
　前記受信装置に対して前記第１の無線通信モードでデータを送信中に前記切断情報を受
信した場合、前記検知手段による検知結果を用いて、前記第１の無線通信モードによる無
線通信の切断が前記送信装置の移動によるものか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段によって前記送信装置の移動によって前記第１の無線通信モードによる無
線通信が切断されたと判定された場合、前記受信装置に対して前記無信号状態回避処理の
実行を保留させるための保留制御信号を前記第２の無線通信モードを利用して送信する制
御を行う制御手段と、
を有することを特徴とする情報通信システム。
【請求項１２】
　前記無信号状態回避処理は、前記受信装置を省電力状態に移行する処理または前記送信
装置からの信号とは異なる信号の入力に切り換える処理であることを特徴とする請求項１
１に記載の情報通信システム。
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